
新潟市紙おむつ支給事業実施要綱 

 

（目的） 

第 1 条 この事業は，在宅の寝たきり高齢者等の清潔な保健衛生を確保するとともに，介

護に当たる家族の精神的及び経済的負担の軽減を図り，もって，在宅の要介護高齢者等

及びその家族の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

（支給対象者） 

第２条 紙おむつ支給の対象者（以下「対象者」という。）は，本市に住所を有する４０歳

以上の在宅の市民税が課税されない者であって，次の各号にいずれかに該当する者とす

る。 

（１） 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）による被保険者で

あって，要介護１から要介護５までの認定を受け，常時おむつが必要と認められる者

で，認定調査票における障害高齢者の日常生活自立度の項目がＢ以上又は認知症高齢

者の日常生活自立度の項目がⅢ以上のいずれかに該当する者 

（２） 法施行前日までに受給資格があった者 

（支給の申請） 

第３条 紙おむつの支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，高齢者福祉サ

ービス申請書（別記様式第１号。以下「申請書」という。）を事業年度ごとに市長に提出

しなければならない。ただし，次条による支給の決定に係る通知を受けている者にあっ

ては，当該支給決定を受けた際現に受けている要介護認定の有効期間内において当該申

請書の提出は要しないものとする。 

（支給の決定等） 

第４条 市長は，申請書を受理したとき又は前条ただし書きにより申請書の提出を要しな

かった者に係る事業年度最初の支給を行おうとするときは，支給の可否を決定のうえ，

高齢者福祉サービス認定通知書（別記様式第２号）により申請者に通知するものとする。 



（紙おむつ引換券の交付） 

第５条 市長は，前条の規定により紙おむつを支給することとした場合は，当該支給を受

けることとなった者（以下「受給者」という。）に対し紙おむつ引換券（別記様式第３号）

（以下「引換券」という。）を交付するものとする。 

２ 引換券は，次の各号に掲げる受給者の区分に応じ，それぞれ当該各号に定める枚数を

交付するものとする。 

 （１） 市民税非課税世帯の者であって，かつ，要介護１から要介護３までのもの パ

ンツ型６０枚又は平型２００枚に相当する引換券 

 （２） 市民税非課税世帯の者であって，かつ，要介護４又は要介護５であるもの パ

ンツ型９０枚又は平型３００枚に相当する引換券 

 （３） 市民税本人非課税の者 パンツ型３０枚又は平型１００枚に相当する引換券 

３ 市長は，受給者に対し前項第１号から第３号までの引換券は毎月交付するものとする。 

 （支給開始月） 

第６条 第３条本文の申請により支給を決定した場合の紙おむつの支給は，当該申請のあ

った月の翌月分からとする。 

 （支給の方法） 

第７条 紙おむつの支給は，市長の指定する紙おむつ納入業者が受給者の自宅に配達し，

引換券と交換して引き渡す方法により行うものとする。 

２ 受給者は，引換券を納入業者と交換する際に，受給者が在宅である旨を当該引換券に

署名することにより申告しなければならない。 

 （支給決定の取消し） 

第８条 市長は，受給者が第２条に規定する対象者要件を欠くことになった場合には，高

齢者福祉サービス支給決定取消通知書（別記様式第４号）により当該受給者に通知する

ものとする。ただし，取消しの理由が受給者の死亡又は市外への転出の場合には，受給

者への通知を省略することができる。 



２ 前項の規定により通知を受けた者は，未使用の引換券を市長に返還しなければならな

い。 

第９条 この要綱の定めるもののほか，事業の実施について必要な事項は別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成１２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第３条に基づく申請は，施行期日前においても受理することができるものとし，平 

成１２年４月中における申請については，第６条第１項の規定に関わらず当該月から  

の支給をすることができる。 

附 則 

この要綱は，平成１３年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成１７年３月２１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成１７年１０月１０日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は，平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 



この要綱は，平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は，平成２８年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和元年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和２年９月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和２年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和２年１１月２４日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和７年４月１日から施行する。 

 



 （新規は対象外）



 （別記様式第２号）



（別記様式第３号）



（別記様式第４号） 
年 月 日 

     様 
       
                              新潟市長 
 
 

高齢者福祉サービス支給決定取消通知書 
 
  
   年  月  日に決定のあったことについて，紙おむつ支給事業実施要綱第２条に

規定する要件について欠くことが認められたため，支給の決定を取り消します。 


